
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発行／日田市農業委員会事務局 ☎0973-22-8213 日田市田島2 丁目6 番1 号 

 

平成 25 年 12 月 1 日発行 

第２６号 

日田市立高瀬保育園(８５名)では毎年、食育の一

環として園児による芋掘り体験を行っています。 

園児たちは様々な形や大きさの芋に興味津々で、

先生や友達に掘った芋を見せたり比べたりと大は

しゃぎでした。掘った芋は家庭に持ち帰るほか、地

域の高齢者を招いての食事会で振舞われています。 

 この農地では、減反により今年から転作を始め

たとのことで、農家の方は「子ども達が喜んでく

れるなら、来年も協力したい。」と話していました。 

 

■市農政施策に関する建議・・・P２ 

■農業者年金受給者協議会総会・P３ 

■農業委員会活動報告・・・P４～P５ 

■納税猶予の特例を受けられている方へ・P6 

■農地の「賃借料情報」を提供・ ・Ｐ7 

■農業委員会からのお知らせ・・P８ 
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平成２５年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（２） 

 

平成 26 年度 日田市農政施策に関する建議 

日

田

市

の

農

業

は

、

農

業

従

事

者

の

高

齢

化

の

進

行

と

担

い

手

の

減

少

が

続

い

て

お

り

、

地

域

農

業

を

将

来

に

わ

た

っ

て

持

続

可

能

な

産

業

と

し

て

い

く

こ

と

が

大

き

な

課

題

で

す

。

ま

た

消

費

者

に

安

心

で

安

全

な

農

作

物

の

供

給

を

図

る

た

め

、
「

日

田

式

循

環

型

有

機

農

業

」

を

よ

り

一

層

推

進

し

、

地

域

の

特

性

に

応

じ

た

農

業

経

営

体

制

の

確

立

に

取

組

む

必

要

が

あ

り

ま

す

。 

 

さ

ら

に

は

、

農

業

者

の

生

産

意

欲

の

低

下

を

も

た

ら

す

有

害

鳥

獣

被

害

に

対

す

る

取

り

組

み

が

急

務

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。 

 

日

田

市

農

業

委

員

会

は

、

次

代

を

担

う

若

者

た

ち

に

魅

力

あ

る

農

業

経

営

が

実

現

で

き

る

よ

う

、

来

年

度

予

算

編

成

時

期

に

あ

た

り

、

次

の

通

り

施

策

の

実

現

と

予

算

の

確

保

を

図

ら

れ

る

よ

う

、

農

業

委

員

会

等

に

関

す

る

法

律

第

６

条

第

３

項

の

規

定

に

基

づ

き

建

議

し

ま

す

。 

一

、

日

田

式

循

環

型

有

機

農

業

の

推

進

に

つ

い

て 

①

安

全

で

安

心

な

農

産

物

を

供

給

す

る

た

め

に

更

な

る 

堆

肥

の

品

質

向

上

と

堆

肥

購

入

助

成

な

ど

指

導

・

供

給

体

制

を

確

立

さ

せ

る

よ

う

継

続

し

た

取

り

組

み

を

要

望

し

ま

す

。 

②

日

田

式

循

環

型

有

機

農

業

を

日

田

市

全

体

に

勧

め

る

為

、

堆

肥

散

布

機

の

整

備

を

よ

り

一

層

図

ら

れ

る

と

と

も

に

整

備

後

の

効

率

的

運

用

が

図

ら

れ

る

よ

う

要

望

し

ま

す

。 

二

、

有

害

鳥

獣

被

害

対

策

に

つ

い

て 

（

防

御

対

策

） 

電

気

柵

、

防

護

柵

の

設

置

へ

の

補

助

金

に

つ

き

ま

し

て

、

継

続

し

た

支

援

を

要

望

し

ま

す

。 

（

捕

獲

対

策

） 

 

駆

除

者

の

捕

獲

意

欲

を

向

上

さ

せ

る

た

め

、

カ

ラ

ス

の

捕

獲

報

償

金

等

の

新

設

を

要

望

し

ま

す

。 

（

共

通

事

項

） 

①

近

年

、

小

動

物

、

鳥

類

に

よ

る

被

害

が

拡

大

し

て

い

ま

す

。

今

後

も

小

動

物

捕

獲

器

の

貸

し

出

し

等

の

継

続

し

た

取

組

み

及

び

拡

充

を

要

望

し

ま

す

。 

②

有

害

鳥

獣

対

策

に

つ

い

て

、

そ

の

活

動

・

対

策

に

つ

い

て

統

一

し

た

行

動

に

よ

り

被

害

減

少

に

結

び

つ

け

る

た

め

構

成

組

織

間

の

連

絡

調

整

を

密

に

し

、

引

き

続

き

取

組

む

よ

う

要

望

し

ま

す

。

 

 

三

、

担

い

手

の

育

成

及

び

労

働

力

確

保

対

策

に

つ

い

て 

①

農

繁

期

の

人

手

不

足

解

消

の

た

め

人

材

募

集

組

織

の

設

立

を

要

望

し

ま

す

。

 

②

集

落

営

農

組

織

へ

の

人

材

育

成

お

よ

び

農

業

機

械

導

入

の

際

の

補

助

の

拡

充

な

ど

の

支

援

を

要

望

し

ま

す

。

 

③

儲

か

る

農

業

・

魅

力

あ

る

農

業

で

後

継

者

の

育

成

を

図

る

こ

と

を

要

望

し

ま

す

。

 

④

新

規

農

産

物

の

開

拓

・

農

産

物

の

ブ

ラ

ン

ド

化

を

 

推

進

し

、

農

業

経

営

の

安

定

を

 

図

る

た

め

の

施

策

を

要

望

し

ま

す

。

 

⑤

認

定

農

業

者

へ

の

支

援

強

化

を

 

要

望

し

ま

す

。

 

⑥

新

規

就

農

者

だ

け

で

な

く

、

 

後

継

者

へ

の

支

援

強

化

を

 

要

望

し

ま

す

。 

 

 

原田市長に「建議書」を提出しました。 

市長に詳しく説明 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎◎◎◎

新

任

新

任

新

任

新

任

農

業

委

員

農

業

委

員

農

業

委

員

農

業

委

員

の

お

の

お

の

お

の

お

知知知知

ら

せ

ら

せ

ら

せ

ら

せ    

日

田

市

土

地

改

良

区

推

薦

委

員

が

次

の

方

に

代

わ

り

ま

し

た

。 

【

日

田

市

土

地

改

良

区

推

薦

】

 

宇

野

 

頼

壽

 

委

員

（

上

城

内

町

）

 

 
 

先

人

た

ち

が

築

い

て

き

た

農

業

水

利

施

設

を

守

り

、

次

の

世

代

へ

引

継

ぎ

、

将

来

の

大

分

県

の

農

業

農

村

の

発

展

に

努

め

ま

す

。

 

 

平成２５年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（３） 

 

 

平

成

二

十

六

年

は 

『

農

業

委

員

選

挙

』

の

改

選

の

年

で

す

。

 

 

来

年

は

三

年

に

一

度

の

農

業

委

員

選

挙

の

年

で

す

。

現

在

の

農

業

委

員

の

任

期

は

二

十

六

年

七

月

十

九

日

ま

で

と

な

っ

て

お

り

ま

す

。

 

 

選

挙

の

告

示

や

投

票

日

 

等

は

ま

だ

確

定

し

て

お

り

 

ま

せ

ん

が

、

確

定

し

ま

し

た

ら

 

広

報

等

で

お

知

ら

せ

し

ま

す

。

 

農業委員会委員の選挙人名簿は、各農家からの 

申請を基に作成されます。申請用紙は平成 25 年 12 月中旬に、

該当すると思われる方に郵送しますので、平成 26 年 1 月 1 日現

在の状況でご記入いただき、平成平成平成平成 26262626 年年年年 1111 月月月月 10101010 日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでに

同封同封同封同封のののの返信用封筒返信用封筒返信用封筒返信用封筒（（（（切手不要切手不要切手不要切手不要））））でででで市農業委員会事務局市農業委員会事務局市農業委員会事務局市農業委員会事務局までまでまでまで返信返信返信返信

してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。直接、持参される場合、平日は農業委員会事務

局へ。(8：30～17：00) また、土・日・祝日・年末年始（平成

25 年 12 月 28 日（土）～平成 26 年 1 月 5 日（日））は、市役

所日直が受け取りをします。 

≪問合先≫ 農業委員会事務局 ☎２２－８２１３    

農業委員会委員選挙人名簿 

登載申請書の提出を忘れずに！ 

平成 26年 

1 月10 日

〆切 

平

成

二

十

五

年

度

 

    
    

日

田

市

農

業

者

年

金

日

田

市

農

業

者

年

金

日

田

市

農

業

者

年

金

日

田

市

農

業

者

年

金    

受

給

者

協

議

会

総

会

受

給

者

協

議

会

総

会

受

給

者

協

議

会

総

会

受

給

者

協

議

会

総

会    

農

業

者

年

金

受

給

者

協

議

会

(

百

三

十

六

名

)
の

総

会

が

五

月

十

五

日

、

市

内

ホ

テ

ル

で

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

来

賓

祝

辞

の

後

、

議

案

審

議

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

総

会

終

了

後

、

「

高

齢

者

の

交

通

事

故

防

止

対

策

」

に

つ

い

て

大

分

県

警

本

部

の

沓

掛

氏

か

ら

講

演

が

あ

り

、

会

員

た

ち

は

熱

心

に

耳

を

傾

け

て

い

ま

し

た

。

最

後

に

親

睦

会

を

行

い

、

会

員

た

ち

は

親

睦

を

深

め

て

い

ま

し

た

。

 

視

察

研

修

視

察

研

修

視

察

研

修

視

察

研

修

にににに

参

加

参

加

参

加

参

加

し

て

し

て

し

て

し

て    

副

会

長

 

 
 

後

藤

 

多

賀

士

 

農

業

者

年

金

受

給

者

協

議

会

は

十

月

二

十

九

日

か

ら

、

三

十

日

の

一

泊

二

日

で

島

根

県

出

雲

方

面

で

の

視

察

研

修

に

行

き

ま

し

た

。

今

年

の

出

雲

大

社

は

六

十

年

ぶ

り

の

大

遷

宮

に

よ

り

、

立

派

に

生

ま

れ

変

わ

っ

て

お

り

ま

し

た

。 

 

二

日

目

、

石

見

銀

山

を

中

心

に

天

領

と

し

て

 

栄

え

た

大

森

の

町

並

み

を

散

策

し

ま

し

た

。

片

道

八

百

メ

ー

ト

ル

の

間

に

保

存

地

区

に

指

定

さ

れ

て

い

る

伝

統

的

建

築

物

が

並

び

、

同

じ

く

天

領

で

あ

っ

た

日

田

の

豆

田

の

よ

う

で

し

た

。

 

 

こ

の

研

修

は

会

員

の

親

睦

を

深

め

る

こ

と

を

 

目

的

と

し

て

お

り

、

高

齢

化

等

に

よ

る

心

配

も

 

あ

り

ま

し

た

が

、

参

加

者

全

員

無

事

に

終

了

す

る

こ

と

が

で

き

、

た

い

へ

ん

有

意

義

な

も

の

と

な

り

ま

し

た

。

 

 

今

農

業

を

取

り

巻

く

 

情

勢

は

厳

し

く

、

先

行

き 

が

不

安

定

で

す

。

そ

ん

な 

中

、

農

業

者

年

金

は

今

後 

更

に

必

要

と

さ

れ

て

き

 

ま

す

。

農

業

委

員

も

加

入 

推

進

に

懸

命

に

取

り

組

ん 

で

お

り

ま

す

の

で

ご

協

力 

下

さ

い

ま

す

よ

う

お

願

い 

致

し

ま

す

。

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（４） 

 

農

業

委

員

会

地

区

別

セ

ミ

ナ

ー

が 

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

 

農 業 委 員 会 活 動 報 告 

先

進

地

研

修

報

告

先

進

地

研

修

報

告

先

進

地

研

修

報

告

先

進

地

研

修

報

告    

農

業

委

員

会

 

副

会

長

 

 
 

 

松

村

 

正

純

 

今

回

、

私

ど

も

農

業

委

員

会

は

、

島

根

県

雲

南

市

と

鳥

取

県

倉

吉

市

へ

視

察

研

修

に

行

っ

て

参

り

ま

し

た

。 

初

日

は

雲

南

市

農

業

委

員

会

を

視

察

し

、

ま

ず

農

業

委

員

会

の

概

要

に

つ

い

て

説

明

を

受

け

ま

し

た

。

雲

南

市

で

は

下

限

面

積

の

見

直

し

に

関

す

る

取

り

組

み

を

行

っ

て

お

り

、

こ

れ

ま

で

の

経

緯

お

よ

び

現

状

に

つ

い

て

説

明

し

て

い

た

だ

き

ま

し

た

。

 

U

・

I

タ

ー

ン

者

向

け

の

空

き

家

つ

き

農

地

は

、

特

例

と

し

て

下

限

面

積

を

一

ア

ー

ル

に

設

定

し

、

定

着

し

や

す

い

よ

う

に

取

り

組

ん

で

い

ま

し

た

。

 

な

お

、

通

常

の

下

限

面

積

も

二

十

ア

ー

ル

か

ら

三

十

ア

ー

ル

の

範

囲

で

地

域

別

に

設

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

雲

南

市

で

も

高

齢

化

、

鳥

獣

被

害

の

深

刻

化

に

よ

り

耕

作

放

棄

地

が

拡

大

し

て

お

り

、

様

々

な

対

策

が

組

ま

れ

て

い

ま

し

た

。

 

二

日

目

は

倉

吉

市

の

農

業

生

産

法

人

、

(

有

)

真

栄

農

産

を

視

察

し

ま

し

た

。

真

栄

農

産

は

平

成

六

年

に

農

業

生

産

法

人

化

し

、

現

在

社

員

十

名

、

パ

ー

ト

三

名

で

水

稲

三

十

二

ヘ

ク

タ

ー

ル

の

運

営

を

は

じ

め

、 

白

ネ

ギ

・

キ

ャ

ベ

ツ

・

大

根

等

の

野

菜

や

 

梨

、

餅

・

菓

子

等

へ

の

米

加

工

、

農

作

業

の 

受

委

託

と

い

っ

た

複

合

経

営

を

行

っ

て

い

ま

す

。

野

菜

等

に

つ

い

て

は

「

ガ

ス

ト

」

や

「

バ

ー

ミ

ヤ

ン

」

で

知

ら

れ

る

、(

株)

す

か

い

ら

ー

く

へ

の

直

接

販

売

も

行

っ

て

い

ま

す

。 

真

栄

農

産

で

は

補

助

金

に

頼

ら

な

い

経

営

を

基

本

に

、

生

産

か

ら

加

工

、

販

売

ま

で

の

六

次

産

業

化

に

よ

る

取

り

組

み

が

行

わ

れ

て

い

ま

し

た

。

将

来

は

全

量

直

販

へ

の

経

営

移

行

を

目

指

し

て

い

る

と

の

こ

と

で

、

社

長

の

藤

井

一

良

氏

よ

り

、

「

ま

ず

は

商

品

の

販

売

先

を

見

つ

け

る

こ

と

が

大

事

。

」

等

と

い

っ

た

経

営

の

あ

り

方

に

つ

い

て

説

明

が

あ

り

ま

し

た

。 

 

今

回

の

研

修

で

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

地

域

や

企

業

に

合

っ

た

取

り

組

み

が

重

要

で

あ

る

と

感

じ

ま

し

た

。 

十

月

二

十

八

日

、

玖

珠

町

メ

ル

サ

ン

ホ

ー

ル

に

て

県

西

部

地

区(

日

田

・

玖

珠

・

九

重)

の

地

区

別

セ

ミ

ナ

ー

が

開

催

さ

れ

ま

し

た

。

日

田

市

か

ら

は

 

二

十

九

名

が

参

加

し

研

修

 

で

は

「

人

・

農

地

プ

ラ

ン

」

 

等

に

つ

い

て

討

議

を

行

い

ま

 

し

た

。

そ

の

後

、

三

つ

の

分

 

科

会

に

分

か

れ

て

、

「

耕

作

 

放

棄

地

」

、

「

農

業

者

年

金

」

 

な

ど

、

各

農

業

委

員

会

の

取

 

り

組

み

に

つ

い

て

、

そ

れ

ぞ

れ 

意

見

を

出

し

合

い

ま

し

た

。

 

平

成

二

十

五

年

度

 

市

政

功

労

者

表

彰

式

 

長

年

に

わ

た

り

、

日

田

市

の

市

政

発

展

の

た

め

尽

力

し

て

こ

ら

れ

た

市

政

功

労

者

の

表

彰

式

が

、

十

一

月

三

日(

祝)

、

パ

ト

リ

ア

日

田

小

ホ

ー

ル

に

て

行

わ

れ

ま

し

た

。

 

農

業

委

員

の

岩

下

正

勝

委

員

(

天

瀬

町

)

は

、

十

五

年

間

に

亘

り

、

農

業

委

員

と

し

て

日

田

市

農

業

の

発

展

に

貢

献

し

て

き

た

と

し

て

、

授

与

さ

れ

ま

し

た

。 

↓

真

栄

農

産

の

視

察

の

様

子 

↑

雲

南

市

農

業

委

員

会

で

の 

視

察

の

様

子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日

田

市

農

業

委

員

会

で

は

、

毎

年

農

地

パ

ト

ロ

ー

ル

（

利

用

状

況

調

査

）

を

実

施

し

て

い

ま

す

。

 

今

年

は

九

月

～

十

一

月

ま

で

を

「

農

地

パ

ト

ロ

ー

ル

月

間

」

と

し

、

こ

の

間

、

 

特

に

力

を

入

れ

て

調

査

を

 

行

い

ま

し

た

。

こ

の

調

査

 

は

主

に

荒

れ

た

農

地

が

 

な

い

か

、

違

反

転

用

が

 

な

い

か

等

を

確

認

し

て

 

い

ま

す

。

調

査

の

結

果

を

 

受

け

て

、

あ

っ

せ

ん

等

を

 

通

し

た

農

地

の

有

効

活

用

 

及

び

、

耕

作

放

棄

地

の

解

 

消

に

努

め

て

い

き

ま

す

。

 

 

平成２５年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（５） 

農

地

パ

ト

ロ

ー

ル

を

実

施

し

ま

し

た

。

 

 
農地は荒らさず 

耕作しましょう！ 

 

荒れた農地をそのままにしておくと… 

 

・鳥獣被害 ・不法投棄 

・火事 ・病害虫の発生 

などの原因になります！  

１１月９・１０日に中城グランドにおいて、農

協祭り「JAJA フェスタ」が開催されました。

農業委員会は初日の９日に農地・農業者年金相

談と米粉パン５００個の無料配布を行いまし

た。米粉パンの配布は、米の消費拡大を狙って

のもので、午前・午後の2 回に分けて行いました。

どちらも 30 分ほど前から行列ができ、あっと

いう間になくなるほどの盛況振りでした。 

 
↑

長

蛇

の

列

が

で

き

た

米

粉

パ

ン

配

布 

↓

農

業

振

興

課

に

よ

る

液

肥

配

布 

↓

農

業

委

員

に

よ

る

農

地

相

談 

↑

米

粉

パ

ン 



 

 

0 
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平成２５年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（６） 

 

相続税・贈与税納税猶予の特例を受けられている方へ 

●

次

の

よ

う

な

場

合

に

は

、

納

税

 

猶

予

が

打

ち

切

り

に

な

る

可

能

性

が 

あ

り

ま

す

の

で

ご

注

意

下

さ

い

。 

①

特

例

農

地

等

に

つ

い

て

譲

渡

・

 

貸

付

・

転

用

・

耕

作

放

棄

耕

作

放

棄

耕

作

放

棄

耕

作

放

棄

が

 

あ

っ

た

場

合

。

 

②

特

例

農

地

で

の

農

業

経

営

を

 

や

め

た

場

合

。

 

な

ど

 

納

税

猶

予

は

農

地

と

農

業

経

営

者

を

税

制

面

に

お

い

て

支

え

る

た

め

に

作

ら

れ

た

制

度

で

す

。

納

税

猶

予

を

受

け

て

い

る

方

は

、

地

域

や

家

族

、

そ

し

て

自

分

の

 

た

め

に

も

、

今

後 

と

も

大

切

な

 

農

地

を

守

っ

て

 

い

っ

て

下

さ

い

 

ま

す

よ

う

、

 

改

め

て

お

願

い

 

致

し

ま

す

。 

③

納

税

猶

予

適

用

継

続

届

出

書

 

を

提

出

し

な

か

っ

た

場

合

。 

 

井

上

さ

ん

は

、

母

親

の

体

調

不

良

を

き

っ

か

け

と

し

て

、

そ

れ

ま

で

勤

め

て

い

た

仕

事

を

辞

め

、

本

格

的

に

農

業

を

始

め

ま

し

た

。

は

じ

め

は

父

親

の

仕

事

の

様

子

を

見

よ

う

見

ま

ね

で

手

伝

っ

て

い

た

そ

う

で

す

が

、

八

年

目

と

な

る

今

で

は

、

一

人

前

の

農

業

者

で

す

。

更

に

、

若

手

農

家

で

つ

く

る

JA

お

お

い

た

日

田

青

年

農

業

研

究

会

で

も

活

発

に

活

動

し

て

い

ま

す

。 

井

上

さ

ん

は

主

に

椎

茸

を

栽

培

し

て

い

ま

す

が

、

秋

に

は

栗

の

集

荷

業

も

し

て

お

り

、

毎

年

三

百

人

 

ほ

ど

の

農

家

の

方

と

顔

を

合

わ

せ

る

そ

う

で

す

。

井

上

さ

ん

は

「

農

業

を

通

し

て

た

く

さ

ん

の

人

と 

出

会

え

る

の

が

楽

し

い

。

」

「

自

分

の

作

っ

た

作

物

で

喜

ん

で

も

ら

え

る

の

が

一

番

嬉

し

く

、

や

り

が

い

を

感

じ

る

。

」

と

笑

顔

で

話

し

て

く

れ

ま

し

た

。 

 

女

性

農

業

者

と

い

う

こ

と

も

あ

り

、

力

仕

事

な

ど

は

大

変

と

い

う

こ

と

で

す

が

、

椎

茸

の

駒

打

ち

や

選

別

と

い

っ

た

細

や

か

な

作

業

で

は

女

性

の

ほ

う

が

向

い

て

い

る

よ

う

に

感

じ

る

と

の

こ

と

で

す

。 

井

上

さ

ん

は

ご

結

婚

を

控

え

て

お

り

、

嫁

ぎ

先

で

今

ま

で

の

経

験

を

活

か

し

て

農

業

を

手

伝

っ

て

い

き

た

い

そ

う

で

す

。 

 

 

 話題の 

アンテナ 

今

年

、

日

田

市

は

 

十

月

二

十

九

日

を

 

“

じ

ゅ

う

肉

の

日

”

と

し

、

県

庁

で

ジ

ビ

エ

(

狩

猟

で

得

た

野

生

鳥

獣

の

食

肉

)

の

PR

を

し

ま

し

た

。

 

そ

こ

で

、

昨

年

四

月

に

開

所

し

た

上

津

江

町

の

「

獣

肉

処

理

施

設

」

を

ご

紹

介

し

ま

す

。 

当

施

設

は

年

々

増

え

続

け

る

鳥

獣

被

害

へ

の

対

策

の

一

環

と

し

て

、

捕

獲

し

た

イ

ノ

シ

シ

等

を

獣

肉

と

し

て

有

効

活

用

す

る

た

め

に

建

設

が

進

め

ら

れ

ま

し

た

。 

 

県

協

議

会

に

参

加

し

て

い

る

施

設

は

当

施

設

も

含

め

て

六

施

設

で

す

が

、

公

設

に

よ

る

も

の

は

日

田

市

が

県

内

初

で

あ

り

、

さ

ら

に

高

鮮

度

維

持

凍

結

機

を

は

じ

め

と

す

る

先

端

機

器

を

い

ち

早

く

導

入

し

、

高

品

質

か

つ

安

全

な

獣

肉

を

提

供

で

き

る

よ

う

に

な

っ

て

い

ま

す

。 

 

施

設

へ

の

持

込

み

、

現

地

で

の

引

き

取

り

等

、

随

時

受

け

付

け

て

お

り

ま

す

。

詳

し

く

は

獣

肉

処

理

施

設

管

理

組

合

（

℡

０

９

７

３

-

５

４

-

３

０

５

６

）

又

は

上

津

江

振

興

局

産

業

建

設

課

（

℡

０

９

７

３-

５

５-

２

０

１

１

）

に

お

問

合

せ

下

さ

い

。

 

 

 
※イノシシ：個体重量×30％×単価で買取 

  シ カ ：枝肉 1ｋｇ×単価で買取 

上津江獣肉処理施設 

井上 友紀さん 

(日の本町) 

↑椎茸を乾燥機へ入れる前の作業の様子 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（７） 

 

農業経営には情報が多いほど良い！ 

●農政の動きをわかりやすく解説！ 

●経営に役立つ情報も満載！ 

●家族で楽しめる記事も充実！ 

●農業者の視点でお届けします！  

■購読は、お近くの農業委員又は、農業委員会事務局へ申込み・お問合せ下さい。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

老後の備えは、 

農業者年金で安心！ 

 
農業者年金は、次の条件を満たす

方はどなたでも加入できます。 

○○○○60606060 歳未満歳未満歳未満歳未満のののの方方方方    

○○○○国民年金第一号被保険者国民年金第一号被保険者国民年金第一号被保険者国民年金第一号被保険者    

○○○○年間年間年間年間 60606060 日以上農業日以上農業日以上農業日以上農業にににに従事従事従事従事

しているしているしているしている方方方方(配偶者・後継者も可) 

認定農業者認定農業者認定農業者認定農業者などなどなどなど、、、、一定一定一定一定のののの要要要要

件件件件をををを満満満満たすたすたすたす方方方方にはにはにはには保険料保険料保険料保険料

のののの国庫補助国庫補助国庫補助国庫補助がありますがありますがありますがあります。。。。    

認定農業者で青色申告をし

ている方や、その方と家族経

営協定を結んだ配偶者・後継

者の方など一定の要件を満

たす方には、保険料の国庫補

助(月額 1 万円)があります。 

 

詳しくは、農業委員会事務局ま

たはお近くのJA 窓口（農業協

同組合）へお問合せ下さい。 

農地農地農地農地のののの「「「「賃借料情報賃借料情報賃借料情報賃借料情報」」」」をををを    

提供提供提供提供ししししていますていますていますています!!!!        

平成 21 年６月４日に「農地法の一部を改正する法律」が公

布され、平成 21 年 12 月 15 日に施行されました。この改正

により「標準小作料」が廃止され、これに代わり農業委員会が

農地の賃借料の情報提供を行うことが法律上明記されました。 

農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局農業委員会事務局ではではではでは、、、、改正後改正後改正後改正後のののの農地法第農地法第農地法第農地法第 52525252 条条条条のののの規定規定規定規定

にににに基基基基づきづきづきづき、、、、農地法及農地法及農地法及農地法及びびびび農業経営基盤強化法農業経営基盤強化法農業経営基盤強化法農業経営基盤強化法によりによりによりにより賃借賃借賃借賃借されされされされ

たたたた実勢実勢実勢実勢のののの賃借料賃借料賃借料賃借料をををを集計集計集計集計しししし、、、、情報情報情報情報をををを提供提供提供提供しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので、、、、

賃借料賃借料賃借料賃借料をををを決定決定決定決定するするするする際際際際のののの判断材料判断材料判断材料判断材料ととととしてごしてごしてごしてご活用活用活用活用くださいくださいくださいください。。。。 

なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり拘束

力はなく賃借料決定の参考として提供するものですから、

実際の契約の際には貸手と借手の両者でよく協議したうえ

で締結してください。 

日田市日田市日田市日田市のホームページからのホームページからのホームページからのホームページからでもでもでもでも    

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会のののの情報情報情報情報がごがごがごがご覧覧覧覧いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

http://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.htmlhttp://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.htmlhttp://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.htmlhttp://www.city.hita.oita.jp/cat_00000115.html    

■農業委員会の業務内容 ■農地法関係の申請手続き案内 

■各種申請書様式のダウンロード ■農業者年金に関する情報 

■農業委員会が発行する証明 ■農業委員会総会議事録 

■農業委員会だより 等 

主主主主なななな    

内容内容内容内容    

購読料1ヶ月 600 円(送料込) 

週刊 金曜日発行 

お問合せ先／農業委員会事務局（市役所３F） ☎０９７３-２２-８２１３ 



 

 

 

 

 

 

農 地農 地農 地農 地 をををを 売 買 又売 買 又売 買 又売 買 又 はははは    

貸貸貸貸 しししし 借借借借 り す る と きり す る と きり す る と きり す る と き はははは    

自 分 名 義自 分 名 義自 分 名 義自 分 名 義 のののの 農 地農 地農 地農 地 をををを    

転 用転 用転 用転 用 す る と きす る と きす る と きす る と き はははは    

他人名義他人名義他人名義他人名義のののの土地土地土地土地をををを買買買買ううううかかかか    

借借借借りてりてりてりて転用転用転用転用するときするときするときするときはははは    

    
        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１２月１日発行                    日田市農業委員会だより（８） 

 

農業委員会からのお知らせ  

農地に関する手続きについて 

｢自分の農地だから許可や届出等をしなくても、自由に売ったり、 

貸したり、転用していいものでは｣と思っている方はいませんか。 

●農地を『『『『売売売売ったりったりったりったり』『』『』『』『貸貸貸貸したりしたりしたりしたり』『』『』『』『転用転用転用転用』』』』したりする 

ときは、｢農地法｣等に基づく許可許可許可許可が必要です。 

●対象の土地が農地であるかどうかは、現況で判断されます。登記地目が農地(田・畑)

であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。また、登記地目が農地でな

くても、農地に利用されている土地は農地とみなされます。 

 

３ 条 申 請 及 び 

農業経営基盤強化促進法 ４ 条 申 請 ５ 条 申 請 

■■■■農地の転用とは、農地を住宅住宅住宅住宅・・・・工場工場工場工場・・・・倉庫倉庫倉庫倉庫・・・・駐車場用地駐車場用地駐車場用地駐車場用地

など農地以外の用途に変更することで、農業委員会を経

て県知事の許可が必要です。 

■■■■農振法の農用地区域内農地農用地区域内農地農用地区域内農地農用地区域内農地でないか農業振興課農業振興課農業振興課農業振興課で調べ

てください。もし区域内農地であれば除外除外除外除外のののの申請申請申請申請をして

ください。県の認可によるこの除外が決定にならないと

農業委員会への転用申請ができません。 

 

■農地を耕作目的で売買売買売買売買したしたしたした

りりりり貸貸貸貸しししし借借借借りりりりするときは農業

委員会の許可が必要です。 

■農地を取得する適格者（耕作

等の面積が申請地申請地申請地申請地をををを含含含含めてめてめてめて

下限面積下限面積下限面積下限面積３０３０３０３０ａａａａ以上以上以上以上）でな

い場合には許可されません。 

◎◎◎◎農地を埋め立てするには、事前に許可等が必要です。 

◎◎◎◎許可後、転用していない農地がありましたら、速やかに転用し完了報

告・登記まで済ませて下さい。 

◎違反転用等については、農地法で原状回復等の処分や罰則

が定められています。 

 

 

農業委員会への届出が必要です！ 

農地を相続相続相続相続した場合…    

■相続等によって農地を取得した人は、農地のある農業委員会へ

届出が必要です。 

■耕作できない場合は、農業委員会から貸し借り等のあっせんを 

受けることができます。 

申請書の 

締切りは、 

毎月 

17日 

※１７日が閉庁日の場合には、次の開庁

日を締め切りとさせていただきます。 

農業委員会事務局(市役所 3 階) 

☎０９７３-２２-８２１３ 

お問合せ先 


